
仙 北 市 国 民 健 康 保 険 に お け る は り 、 き ゅ う 及 び あ ん 摩 マ ッ サ

ー ジ 施 術 料 の 療 養 費 代 理 受 領 に 係 る 事 務 取 扱 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 3 3 年 法 律 第 1 9 2 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 5 4 条 に 規 定 す る 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者

（ 以 下 「 被 保 険 者 」 と い う 。 ） に 係 る 、 は り 師 、 き ゅ う 師 及 び あ

ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 の 施 術 に 係 る 療 養 費 （ 以 下 「 療 養 費 」 と い

う 。 ） を 、 法 、 は り 師 、 き ゅ う 師 及 び あ ん 摩 ・ マ ッ サ ー ジ ・ 指 圧

師 の 施 術 に 係 る 療 養 費 の 支 給 に つ い て （ 平 成 ４ 年 ５ 月 2 2 日 保 発

第 5 7 号 ） 、 は り 師 、 き ゅ う 師 及 び あ ん 摩 ・ マ ッ サ ー ジ ・ 指 圧 師

の 施 術 に 係 る 療 養 費 の 支 給 の 留 意 事 項 等 に つ い て （ 平 成 1 6 年 1 0

月 １ 日 保 医 発 第 1 0 0 1 0 0 2 号 。 以 下 「 留 意 事 項 通 知 」 と い う 。 ）

及 び そ の 一 部 改 正 通 知 等 に 基 づ き 、 被 保 険 者 よ り 委 任 を 受 け て 療

養 費 の 支 給 申 請 及 び 受 領 （ 以 下 「 代 理 受 領 」 と い う 。 ） を 行 う 者

の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 代 理 受 領 者 の 登 録 申 請 ）  

第 ２ 条  代 理 受 領 を 行 お う と す る 者 は 、 代 理 受 領 機 関 登 録 申 請 書

（ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 登 録 申 請 書 」 と い う 。 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 保 険 者 に 申 請 す る も の と す る 。  

( １ )  施 術 所 開 設 届 出 済 書 （ 写 し ）  

( ２ )  施 術 所 の 位 置 を 示 す ２ 万 ５ 千 分 の １ 又 は ５ 万 分 の １ の 地 図  

( ３ )  代 理 受 領 機 関 登 録 申 請 施 術 師 一 覧 （ 別 紙 １ ）  

( ４ )  施 術 所 所 属 施 術 師 の は り 師 免 許 証 、 き ゅ う 師 免 許 証 又 は あ  

ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 免 許 証 （ 写 し ）  

( ５ )  施 術 師 以 外 の 職 員 が い る 場 合 は 、 施 術 所 の 組 織 体 系 図 及 び

職 員 名 簿  

２  代 理 受 領 を 行 お う と す る 者 が 、 そ の 属 す る 団 体 に 代 理 受 領 又 は

代 理 受 領 に 係 る 事 務 手 続 を 委 任 す る 場 合 は 、 当 該 団 体 の 代 表 者 は 、

登 録 申 請 書 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 保 険 者 に 申 請 す る も



の と す る 。  

( １ )  所 属 施 術 所 の 施 術 所 開 設 届 出 済 書 （ 写 し ）  

( ２ )  所 属 施 術 所 の 位 置 を 示 す ２ 万 ５ 千 分 の １ 又 は ５ 万 分 の １ の  

地 図  

( ３ )  代 理 受 領 機 関 登 録 申 請 施 術 所 一 覧 （ 団 体 用 ） （ 別 紙 ２ ）  

( ４ )  所 属 施 術 師 の は り 師 免 許 証 、 き ゅ う 師 免 許 証 又 は あ ん 摩 マ

ッ サ ー ジ 指 圧 師 免 許 証 （ 写 し ）  

( ５ )  代 理 受 領 を 行 お う と す る 者 と そ の 属 す る 団 体 と の 間 で 交 わ

し た 委 任 状 （ 写 し ） 又 は 契 約 書 （ 写 し ）  

( ６ )  当 該 団 体 の 組 織 体 系 図 及 び 職 員 名 簿 （ 委 任 取 扱 い の 担 当 部

所 と 担 当 者 、 及 び 委 任 先 と 委 任 元 の 関 係 を 明 記 し た も の ）  

３  保 険 者 は 、 前 ２ 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 正 で あ る と 認 め ら れ る と き は 代 理 受 領 機 関 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２

号 ） 及 び 代 理 受 領 機 関 登 録 施 術 師 一 覧 （ 別 紙 ３ ） 、 代 理 受 領 機 関

登 録 施 術 所 一 覧 （ 団 体 用 ） （ 別 紙 ４ ） に 登 録 し 、 代 理 受 領 機 関 登

録 （ 変 更 登 録 ） 認 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 、 又 は 内 容 が 不 適 正

で あ る 場 合 若 し く は 不 正 請 求 等 が 行 わ れ る お そ れ が あ る 場 合 は 代

理 受 領 機 関 登 録 申 請 （ 変 更 申 請 ） 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 通

知 す る も の と す る 。  

（ 登 録 申 請 の 制 限 ）  

第 ３ 条  前 条 の 登 録 申 請 が で き る 者 は 、 被 保 険 者 か ら 代 理 受 領 の 委

任 を 受 け た 施 術 師 、 そ の 者 が 勤 務 す る 施 術 所 の 代 表 者 、 又 は そ の

者 が 勤 務 す る 施 術 所 が 所 属 す る 団 体 の 代 表 者 に 限 る も の と す る 。  

（ 申 請 事 項 の 変 更 等 ）  

第 ４ 条  代 理 受 領 機 関 登 録 さ れ た 者 （ 以 下 「 代 理 受 領 者 」 と い

う 。 ） は 、 第 ２ 条 の 登 録 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 変 更 が あ っ

た 日 か ら 1 4 日 以 内 に 、 保 険 者 に 対 し 、 代 理 受 領 機 関 登 録 変 更 申

請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） 及 び 代 理 受 領 機 関 登 録 変 更 ・ 追 加 ・ 除 外 申 請

施 術 師 一 覧 （ 別 紙 ５ ） 、 又 は 代 理 受 領 機 関 登 録 変 更 ・ 追 加 ・ 除 外

申 請 施 術 所 一 覧 （ 団 体 用 ） （ 別 紙 ６ ） に そ の 内 容 を 証 す る 書 類 を



添 え て 、 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  保 険 者 は 、 前 項 の 変 更 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 正 で あ る と 認 め ら れ る と き は 代 理 受 領 機 関 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２

号 ） 及 び 代 理 受 領 機 関 登 録 施 術 師 一 覧 （ 別 紙 ３ ） 、 代 理 受 領 機 関

登 録 施 術 所 一 覧 （ 団 体 用 ） （ 別 紙 ４ ） の 登 録 内 容 を 変 更 し 、 代 理

受 領 機 関 登 録 （ 変 更 登 録 ） 認 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 、 内 容 が

不 適 正 で あ る 場 合 及 び 不 正 請 求 等 が 行 わ れ る お そ れ が あ る 場 合 は

代 理 受 領 機 関 登 録 申 請 （ 変 更 申 請 ） 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を

通 知 す る も の と す る 。  

（ 療 養 費 支 給 申 請 書 の 提 出 ）  

第 ５ 条  代 理 受 領 者 が 療 養 費 の 支 給 申 請 を す る と き は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 書 類 を 保 険 者 へ 提 出 す る も の と す る 。  

( １ )  療 養 費 支 給 申 請 書 （ は り ・ き ゅ う 用 ） （ 留 意 事 項 通 知 別 紙

４ の 参 考 様 式 に 準 じ る も の で 、 代 理 受 領 機 関 登 録 番 号 を 明 記 し

た も の ） 又 は 療 養 費 支 給 申 請 書 （ あ ん ま ・ マ ッ サ ー ジ 用 ） （ 留

意 事 項 通 知 別 紙 ４ の 参 考 様 式 に 準 じ る も の で 、 代 理 受 領 機 関 登

録 番 号 を 明 記 し た も の ）  

( ２ )  医 師 の 同 意 書 （ は り 及 び き ゅ う 療 養 費 用 ） （ 留 意 事 項 通 知

別 添 １ 別 紙 １ の 基 準 様 式 に 準 じ る も の で 、 医 師 の 記 名 押 印 又 は

署 名 の あ る も の ） 又 は 医 師 の 診 断 書 （ は り 及 び き ゅ う 療 養 費

用 ） （ 留 意 事 項 通 知 別 添 １ 別 紙 ２ の 基 準 様 式 に 準 じ る も の で 、

医 師 の 記 名 押 印 又 は 署 名 の あ る も の ） 、 若 し く は 医 師 の 同 意 書

（ マ ッ サ ー ジ 療 養 費 用 ） （ 留 意 事 項 通 知 別 添 ２ 別 紙 １ の 基 準 様

式 に 準 じ る も の で 、 医 師 の 記 名 押 印 又 は 署 名 の あ る も の ） 又 は

医 師 の 診 断 書 （ マ ッ サ ー ジ 療 養 費 用 ） （ 留 意 事 項 通 知 別 添 ２ 別

紙 ２ の 基 準 様 式 に 準 じ る も の で 、 医 師 の 記 名 押 印 又 は 署 名 の あ

る も の ）  

( ３ )  施 術 確 認 書 （ 様 式 第 ６ 号 ）  

( ４ )  往 療 集 計 書 （ 様 式 第 ７ 号 又 は そ れ に 準 じ る も の ）  

( ５ )  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 保 険 者 が 必 要 と 認 め る 書 類  



２  代 理 受 領 者 が 保 険 者 に 対 し て 、 前 項 の 申 請 を 行 う と き は 、 療 養

費 の 支 給 申 請 に 係 る 施 術 を 行 っ た 月 分 に つ き 、 翌 月 の 1 5 日 ま で

に 一 括 し て 申 請 す る も の と す る 。  

（ 申 請 に 対 す る 疑 義 が あ る 場 合 の 取 扱 い ）  

第 ６ 条  申 請 書 等 を 審 査 し た 結 果 、 内 容 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 法

第 6 6 条 、 第 1 1 3 条 、 第 1 1 3 条 の ２ 及 び 1 1 4 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次

の と お り 調 査 を 行 う 。  

( １ )  被 保 険 者 等 に 対 し て は 、 施 術 状 況 等 に つ い て 調 査 を 実 施 す

る も の と す る 。  

( ２ )  申 請 書 等 に 記 載 さ れ た 同 意 医 師 に 対 し て は 、 同 意 又 は 再 同

意 の 有 無 及 び 診 断 結 果 等 に つ い て 照 会 し 確 認 す る も の と す る 。  

( ３ )  施 術 所 等 の 代 表 者 、 施 術 師 、 そ の 他 従 業 員 等 に 対 し て は そ

の 施 術 所 等 が 提 供 し た 施 術 に 関 し 、 報 告 若 し く は 診 療 録 、 帳 簿

書 類 そ の 他 の 物 件 の 提 示 を 求 め 、 又 は 疑 義 を 明 ら か に す る た め

必 要 な 調 査 を 行 う も の と す る 。  

( ４ )  前 号 の 報 告 若 し く は 書 類 等 の 提 示 又 は 調 査 に 応 じ な い と き

は 、 秋 田 県 又 は 厚 生 労 働 大 臣 に 対 し 、 疑 義 事 項 に つ い て 通 報 す

る と と も に 、 法 第 4 5 条 の ２ に 基 づ く 調 査 を 行 う よ う 求 め る も

の と す る 。  

( ５ )  前 ２ 号 に お い て 、 そ の 施 術 所 等 が 、 は り 師 、 き ゅ う 師 及 び

あ ん 摩 ・ マ ッ サ ー ジ ・ 指 圧 師 で 構 成 す る 社 団 法 人 等 の 会 員 で あ

る と き は 、 原 則 と し て 、 当 該 社 団 法 人 等 の 協 力 を 求 め る も の と

す る 。  

（ 申 請 の 認 定 、 却 下 ）  

第 ７ 条  保 険 者 は 、 療 養 費 支 給 申 請 書 を 審 査 し た 結 果 、 申 請 を 認 め

る と き は 、 被 保 険 者 に 対 し 、 国 民 健 康 保 険 療 養 費 支 給 決 定 通 知 書

兼 口 座 振 込 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） を 通 知 し 、 療 養 費 を 支 給 す る 。

ま た 、 申 請 を 却 下 す る と き は 、 被 保 険 者 に 対 し 、 療 養 費 支 給 申 請

却 下 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） を 、 併 せ て 、 代 理 受 領 者 に 対 し 、 療 養

費 支 給 申 請 却 下 通 知 書 （ 様 式 第 1 0 号 ） を 通 知 す る も の と す る 。  



（ 代 理 受 領 の 取 扱 い の 中 止 ）  

第 ８ 条  保 険 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 代 理 受 領 者 に

対 し 、 代 理 受 領 の 取 扱 い を 中 止 す る も の と す る 。  

( １ )  代 理 受 領 に 係 る 不 正 又 は 不 適 正 な 療 養 費 の 請 求 が 、 故 意 又

は 重 大 な 過 失 に よ る も の と 認 め ら れ る と き 。  

( ２ )  一 部 負 担 金 に つ い て 、 故 意 に 不 正 又 は 不 適 正 な 取 扱 い を 行

っ た と 認 め ら れ る と き 。  

( ３ )  他 の 保 険 者 等 関 係 団 体 に お い て 代 理 受 領 の 取 扱 い 中 止 の 決

定 を 受 け た と き 。  

２  前 項 各 号 の 判 断 は 、 第 ６ 条 に 基 づ く 調 査 等 の 結 果 、 そ の 事 実 を

総 合 的 に 勘 案 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 前 項 第 ３ 号 の 判 断 は 、

関 係 団 体 か ら の 通 知 内 容 の 確 認 の み と す る 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 代 理 受 領 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

( １ )  施 術 師 （ 不 正 又 は 不 適 正 請 求 に 係 る 施 術 に 関 与 し た 施 術 師

だ け で な く 、 そ の 施 術 所 に 勤 務 す る 施 術 師 全 員 ）  

( ２ )  不 正 又 は 不 適 正 な 事 実 に 関 与 し た 従 業 員 （ 不 正 又 は 不 適 正

な 療 養 費 支 給 申 請 書 の 作 成 に 関 与 し た 事 務 担 当 者 ）  

( ３ )  施 術 所 等 の 代 表 者 （ 療 養 費 の 振 込 や 従 業 員 の 給 与 支 払 等 、

施 術 所 の 管 理 運 営 状 況 に 基 づ き 確 認 で き る 実 質 的 な 代 表 者 を 含

む 。 ）  

( ４ )  前 ３ 号 に 該 当 す る 者 が 所 属 す る 団 体  

４  保 険 者 は 、 第 １ 項 の 決 定 を し た と き は 、 直 ち に 、 代 理 受 領 者 に

対 し 、 療 養 費 代 理 受 領 取 扱 中 止 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 1 号 ） を 通

知 す る も の と す る 。  

５  前 項 の 規 定 に よ る 中 止 期 間 中 の 取 扱 い は 、 次 の と お り と す る 。  

( １ )  代 理 受 領 に 係 る 療 養 費 支 給 申 請 は 返 戻 す る 。  

( ２ )  異 な る 施 術 所 名 又 は 団 体 名 等 で 申 請 し た 療 養 費 の 代 理 受 領

に 係 る 療 養 費 支 給 申 請 は 返 戻 す る 。  

６  第 ４ 項 の 規 定 に よ る 中 止 す る 期 間 は 、 同 項 に よ る 決 定 を し た 日

か ら 起 算 し て ５ 年 間 と す る 。 た だ し 、 ５ 年 経 過 し た 日 に お い て な



お 、 次 条 に 規 定 す る 返 還 金 に 未 納 が あ る 場 合 は 、 当 該 返 還 金 の 納

付 が 確 認 で き る ま で の 間 、 中 止 す る 期 間 を 延 長 す る も の と す る 。  

７  保 険 者 は 、 第 １ 項 の 決 定 を し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 秋 田

県 に 報 告 し 、 各 保 険 者 そ の 他 関 係 機 関 へ の 通 知 を 求 め る も の と す

る 。  

（ 返 還 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  保 険 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 決 定 を し た 代 理 受 領 者 に 対 し 、 原

則 と し て 、 過 去 ５ 年 間 遡 及 し て 返 還 す べ き 療 養 費 の 額 を 確 定 し 、

期 限 を 定 め て そ の 返 還 を 請 求 す る も の と す る 。  

２  保 険 者 は 、 不 正 又 は 不 適 正 な 療 養 費 の 請 求 に よ っ て 、 被 害 を 受

け た こ と に 対 し 、 警 察 に 被 害 届 又 は 刑 事 告 発 を す る も の と す る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 対 象 と な る 申 請 ）  

２  こ の 告 示 の 対 象 と な る 療 養 費 支 給 申 請 は 、 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

以 降 の は り 、 き ゅ う 及 び あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 施 術 分 か ら 適 用 す る 。  

様 式 第 １ 号  

様 式 第 ２ 号  

様 式 第 ３ 号  

様 式 第 ４ 号  

様 式 第 ５ 号  

様 式 第 ６ 号  

様 式 第 ７ 号  

様 式 第 ８ 号  

様 式 第 ９ 号  

様 式 第 1 0 号  

様 式 第 1 1 号  


